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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）炭酸グアニジニウム、硫酸グアニジニウムまたはリン酸グアニジニウムから選択
されたグアニジニウム塩と、
（ｉｉ）カフェイン、ダイフィリン、カファミノール、テオフィリン、アミノフィリンお
よびテオブロミンからなる群から選択されたキサンチンと、
　を含むヘアトリートメント組成物。
【請求項２】
　グアニジニウム塩が炭酸グアニジニウムである、請求項１に記載のヘアトリートメント
組成物。
【請求項３】
　（ｉｉ）キサンチンがカフェインである、請求項１または２に記載のヘアトリートメン
ト組成物。
【請求項４】
　更に二酸、その塩、またはそれらの混合物を含む、請求項１～３のいずれか一項に記載
のヘアトリートメント組成物。
【請求項５】
　二酸またはその塩が式：
ＸＯＯＣ－（ＣＨ２）ｎ－ＣＯＯＸ
［式中、ｎは２～１０の整数、ＸはＨまたはアルカリ金属カチオンである］



(2) JP 4343953 B2 2009.10.14

10

20

30

40

50

を有している、請求項４に記載のヘアトリートメント組成物。
【請求項６】
　二酸がアジピン酸である、請求項５に記載のヘアトリートメント組成物。
【請求項７】
　更に二糖を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載のヘアトリートメント組成物。
【請求項８】
　二糖が２個のヘキソース環を有している、請求項１～７のいずれか一項に記載のヘアト
リートメント組成物。
【請求項９】
　二糖がトレハロースである、請求項７に記載のヘアトリートメント組成物。
【請求項１０】
　キサンチンと、グアナジン誘導体と、二糖と、Ｃ２～Ｃ６二酸とを含む、請求項１～９
のいずれか一項に記載のヘアトリートメント組成物。
【請求項１１】
　カチオン性またはシリコーン基材のコンディショニング剤を含む、請求項１～１０のい
ずれか一項に記載のヘアトリートメント組成物。
【請求項１２】
　水溶性基材を含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載のヘアトリートメント組成物
。
【請求項１３】
　縮毛を矯正するための、請求項１～１２のいずれか一項に記載の組成物の使用。
【請求項１４】
　頭髪のボリュームを抑えるための、請求項１～１２のいずれか一項に記載の組成物の使
用。
【請求項１５】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の組成物を頭髪に塗布する、頭髪のトリートメン
ト方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はヘアトリートメント組成物に関する。本発明の組成物は、縮毛を矯正するため
及び頭髪のボリュームを抑えるために特に適当である。
【背景技術】
【０００２】
　頭髪及び皮膚の着色にキサンチンを使用することは米国特許第５４７０５７９号に記載
されている。米国特許第４９３１０６６号は、キサンチンを別の化合物と共に染毛に使用
できることを開示している。
【０００３】
　キサンチンはまた、抜け毛のトリートメントに有用であると主張されている。例えば、
国際特許ＷＯ８５／０５２７０、ＷＯ８４／０４０３８及びＷＯ８５／０５２７２はいず
れも、カフェインまたはテオフィリンをホスホジエステラーゼ阻害剤として含有する抜け
毛治療剤を開示している。カフェインと抜け毛治療化合物ミノキシジルとを含有している
養毛ローションまたはシャンプーは日本特許出願公開０４－１９３８２１に記載されてい
る。
【０００４】
　本出願は、縮毛矯正用配合物及び方法を開示している。本発明は更に、髪の縮れ及び頭
髪のボリューム増加を防止するという利点を有している。
【発明の開示】
【０００５】
　第一の目的によれば本発明は、
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　（ｉ）グアニジニウム塩と、
（ｉｉ）キサンチン、置換キサンチンまたはそれらの混合物と、
を含むヘアトリートメント組成物を提供する。
【０００６】
　本発明の別の目的は、縮毛を矯正するため及び頭髪のボリュームを抑えるために上記組
成物を使用することである。
本発明はまた、上記組成物を頭髪に塗布する頭髪のトリートメント方法に関する。
【０００７】
　グアニジニウム塩
　本発明の配合物中にはグアニジニウム塩が存在する。炭酸グアニジニウム、硫酸グアニ
ジニウム及びリン酸グアニジニウムが特に好ましい。炭酸グアニジニウムが最も好ましい
。
【０００８】
　グアニジニウム塩は全配合物の０．０１－５重量％、より好ましくは０．０１－２重量
％、最も好ましくは０．０２－１重量％のレベルで使用されるのが最良である。
【０００９】
　キサンチン
　好ましいキサンチン（キサンチンという用語はキサンチンと置換キサンチンとを含意す
る）は式：
【００１０】
【化２】

［式中、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は独立にＨ、置換または未置換のＣ１－Ｃ５アルキル基、置
換または未置換のＣ２－Ｃ５アルケニル基、アリール基、アリールアルキル基またはそれ
らの混合物から選択される］
を有する化合物である。上記の置換基はアミン基またはヒドロキシ基であるのが好ましい
。
【００１１】
　Ｒ１、Ｒ２及びＲ３がＨ、Ｃ１－Ｃ５アルキル基、Ｃ２－Ｃ５アルケニル基またはそれ
らの混合物であるのが有利である。Ｒ１、Ｒ２及びＲ３が独立にＨ、メチル基またはそれ
らの混合物から選択されるのが特に好ましい。
【００１２】
　カフェイン、ダイフィリン、カファミノール、テオフィリン、アミノフィリン及びテオ
ブロミンのような置換キサンチンが最も好ましい。これらのうちでも、カフェインが特に
好ましい。
【００１３】
　キサンチンが塩の形態でもよい。化粧品に許容される式（Ｉ）のキサンチンの塩は、本
発明に従って使用する場合に人体に無毒の塩である。塩の性質はキサンチンに存在する基
が酸性であるかまたは塩基性であるかに左右され、酸性または塩基性はそれぞれの正確な
構造式に左右される。適当な酸付加塩は、例えば、塩酸塩、硫酸塩、リン酸塩、カルボン
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酸塩（酢酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、リンゴ酸塩、マロン酸塩、マレイン酸塩、乳酸塩
、コハク酸塩及びフマル酸塩、など）である。適当な塩基塩は、例えば、アンモニウム塩
及びアルカリ金属塩（ナトリウム塩及びカリウム塩、など）である。適当な塩は当業者に
公知の方法によって得ることができる。
【００１４】
　キサンチンは合成によって製造されるかまたは植物エキスのような天然産物から抽出で
きる。例えば、ある種のキサンチンは、カカオ豆、茶葉及びコーラ豆から得ることができ
る。本発明ではキサンチンを実質的に純粋な形態もしくは未精製の天然エキスの形態で、
または、実質的に純粋な形態と天然エキスとの混合物として使用し得る。
【００１５】
　本発明の組成物中にキサンチンを単独使用してもよくまたは１種類もしくは複数の別の
異なるキサンチンと併用してもよい。
【００１６】
　本発明のヘアトリートメント組成物はキサンチン／置換キサンチンを好ましくは全配合
物の０．０１－１０重量％、より好ましくは０．１－５重量％の量で含む。
【００１７】
　キサンチン対グアニジニウム塩の重量比は好ましくは１００：１－１：２０、より好ま
しくは５０：１－１：５、最も好ましくは２０：１－１：１である。
【００１８】
　二糖
　本発明はまた二糖を含む。好ましくは二糖がペントース糖またはヘキソース糖を含み、
より好ましくは二糖が２個のヘキソースユニットを含む。
【００１９】
　二糖は還元糖でもよくまたは非還元糖でもよい。非還元糖が好ましい。
【００２０】
　Ｄ（＋）形態の糖が好ましい。トレハロース及びセロビオースまたはそれらの混合物が
特に好ましい。トレハロースが最も好ましい二糖である。
【００２１】
　全配合物中に存在する二糖のレベルは、好ましくは０．０１－１０重量％、より好まし
くは０．１－５重量％、最も好ましくは０．１－２重量％である。
【００２２】
　α－ヒドロキシ酸
　本発明の配合物はα－ヒドロキシ酸を含み得る。ヒドロキシ酸及び／またはその塩は好
ましくはビス（α－ヒドロキシ酸）及び／またはその塩である。α－ヒドロキシ酸は１つ
または複数のカルボン酸基を含むことができ、これらのカルボン酸基の少なくとも１つが
α－ヒドロキシ基を有していなければならない。
【００２３】
　α－ヒドロキシ酸及び／またはその塩が光学活性であるときには、天然資源に由来する
ようなＬ－形であるのが特に好ましい。特に好ましいα－ヒドロキシ酸は酒石酸及び／ま
たはその塩である。
【００２４】
　α－ヒドロキシ酸（ｉ）の量は全配合物の０．１－２０重量％の範囲である。
【００２５】
　二酸
　式ＩＩを有している二酸が本発明の組成物中に存在するのが好ましい。
ＸＯＯＣ－（ＣＨ２）ｎ－ＣＯＯＸ
式ＩＩ
式中のｎは２－１０、より好ましくは２－６の整数であり、最も好ましくはｎが２または
４（それぞれコハク酸及びアジピン酸）に等しい。ＸはＨまたは適当なアニオンであり、
特に好ましいアニオンはナトリウムである。
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【００２６】
　二酸は全配合物の０．０１－５０重量％のレベル、より好ましくは１－２重量％のレベ
ルで使用されるのが最良である。
【００２７】
　二酸対α－ヒドロキシ酸の重量比は１：１－１：３２０、より好ましくは１：５－１：
１５である。
【００２８】
　本発明の配合物のｐＨはｐＨ３－ｐＨ６の範囲であり、より好ましくはｐＨ３－５で使
用される。
【００２９】
　本発明の特に好ましい形態は、上述のような二酸とキサンチンとグアニジン誘導体と二
糖とを含む。５種類の成分のこの組合せがボリューム抑制に特に好結果を与える。
【００３０】
　製品形態
　本発明のヘアトリートメント組成物の最終製品形態は、例えばコンディショナー、スプ
レー、ムース、ジェル、ワックス、ローションまたはシャンプーが適当であろう。特に好
ましい製品形態は、洗髪後コンディショナー（リーブ－イン及びリンス－オフ）及びヘア
エッセンスのようなヘアトリートメント製品である。リーブオン配合物が最も好ましい。
【００３１】
　コンディショニング界面活性剤
　コンディショナー組成物は通常は、化粧品に許容され頭髪に外用塗布するために適当な
１種類または複数のコンディショニング界面活性剤を含む。
【００３２】
　適当なコンディショニング界面活性剤はカチオン性界面活性剤から選択され、単独で使
用されるかまたは混用される。
【００３３】
　本発明の組成物に有用なカチオン性界面活性剤はアミノまたは第四アンモニウム親水性
部分を含有しており、これらは本発明の水性組成物に溶解したときに正電荷を帯びる。
【００３４】
　本発明のコンディショナー組成物に最も好ましいカチオン性界面活性剤は、Ｃ１６－Ｃ

２２のアルキル鎖長を有しているモノアルキル第四アンモニウム化合物である。
【００３５】
　適当なカチオン性界面活性剤の例としては第四アンモニウム化合物、特にトリメチル第
四化合物がある。
【００３６】
　好ましい第四アンモニウム化合物は、セチルトリメチルアンモニウムクロリド、ベヘニ
ルトリメチルアンモニウムクロリド（ＢＴＡＣ）、セチルピリジニウムクロリド、テトラ
メチルアンモニウムクロリド、テトラエチルアンモニウムクロリド、オクチルトリメチル
アンモニウムクロリド、ドデシルトリメチルアンモニウムクロリド、ヘキサデシルトリメ
チルアンモニウムクロリド、オクチルジメチルベンジルアンモニウムクロリド、デシルジ
メチルベンジルアンモニウムクロリド、ステアリルジメチルベンジルアンモニウムクロリ
ド、シドデシルジメチルアンモニウムクロリド、ジオクタデシルジメチルアンモニウムク
ロリド、タロウトリメチルアンモニウムクロリド、ココトリメチルアンモニウムクロリド
、ＰＥＧ－２オレイルアンモニウムクロリド、及び、クロリドがハロゲン（例えば、ブロ
ミド）、アセテート、シトレート、ラクテート、グリコレート、ホスフェート、ニトレー
ト、スルフェートまたはアルキルスルフェートで置換されたこれらの塩を包含する。別の
適当なカチオン性界面活性剤は、クオタニウム－５、クオタニウム－３１及びクオタニウ
ム－１８というＣＴＦＡ名称を有している材料を包含する。上記材料のいずれかの混合物
も適当であろう。本発明のヘアコンディショナーに使用するための特に有用なカチオン性
界面活性剤は、セチルトリメチルアンモニウムクロリドであり、例えばＨｏｅｃｈｓｔ　
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ＣｅｌａｎｅｓｅからＧＥＮＡＭＩＮ　ＣＴＡＣとして市販されている。
【００３７】
　第一級、第二級及び第三級脂肪アミンの塩も適当なカチオン性界面活性剤である。
【００３８】
　本発明のコンディショナー中のカチオン性界面活性剤のレベルは、好ましくは全組成物
の０．０１－１０重量％、より好ましくは０．０５－５重量％、最も好ましくは０．１－
２重量％である。
【００３９】
　脂肪材料
　本発明のコンディショナー組成物は好ましくは更に脂肪材料を含む。“脂肪材料”とい
う用語は、脂肪アルコール、アルコキシル化脂肪アルコール、脂肪酸またはそれらの混合
物を意味する。
【００４０】
　あるいは、アルキル鎖に約１２－約１８個の炭素原子を有している（プロポキシル化）
脂肪アルコールを脂肪アルコール自体に代替または付加して使用できる。好適例は、エチ
レングリコールセチルエーテル、ポリオキシエチレン（２）ステアリルエーテル、ポリオ
キシエチレン（４）セチルエーテル及びそれらの混合物、などである。
【００４１】
　本発明のコンディショナー中の脂肪アルコール材料のレベルは、適正には０．０１－１
５重量％、好ましくは０．１－１０重量％、より好ましくは０．１－５重量％である。カ
チオン性界面活性剤対脂肪アルコールの重量比は、適正には１０：１－１：１０、好まし
くは４：１－１：８、最適には１：１－１：７、例えば１：３である。
【００４２】
　懸濁化剤
　好ましい実施態様で特にヘアトリートメント組成物がシャンプー組成物であるときには
更に０．１－５重量％の懸濁化剤が含まれている。
【００４３】
　シリコーンコンディショニング剤
　本発明の組成物は、コンディショニング性能を強化するためにシリコーン－コンディシ
ョニング剤の乳化液滴を含有できる。
【００４４】
　適当なシリコーンとしては、ポリジオルガノシロキサン、特にジメチコーンというＣＴ
ＦＡ名称をもつポリジメチルシロキサンがある。ジメチコノールというＣＴＦＡ名称のヒ
ドロキシル末端基を有しているポリジメチルシロキサンも本発明の組成物（特に、シャン
プー及びコンディショナー）に使用するのに適している。例えば国際特許ＷＯ９６／３１
１８８に記載されているような軽度の架橋を有しているシリコーンガムも本発明の組成物
に使用するのに適している。
【００４５】
　本発明のシャンプー及びコンディショナーに含有させ得るシリコーンの別の好ましいク
ラスはアミノ官能シリコーンである。
シリコーンの総量は好ましくは全組成物の０．０１－１０重量％、より好ましくは０．３
－５重量％であり、最も好ましくは０．５－３重量％が好適レベルである。
【００４６】
　（ｉｉ）非シリコーン油性コンディショニング成分
　本発明の組成物はまた、分散した不揮発性、水不溶性の油性コンディショニング剤を含
み得る。
【００４７】
　“不溶性”という用語は、材料が２５℃、０．１％（ｗ／ｗ）の濃度で水（蒸留水また
は等価の水）に可溶性でないことを意味する。
適当な油性または脂肪材料は、炭化水素油、脂肪エステル及びそれらの混合物から選択さ
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れる。
【００４８】
　補助成分
本発明の組成物はまたヘアケアに適した補助成分を含有し得る。一般的にこのような成分
は各々が全組成物の２重量％まで、好ましくは１重量％までのレベルで含有される。
【００４９】
　適当なヘアケア補助成分はアミノ酸、糖及びセラミドである。
【００５０】
　スタイリングポリマー
　ヘアスタイリングポリマーは好ましくは０．００１－１０重量％、より好ましくは０．
１－１０重量％、例えば１－８重量％の量で本発明の組成物中に存在する。
【００５１】
　ヘアスタイリングポリマーは公知である。適当なヘアスタイリングポリマーは、ポリマ
ーをカチオン性、アニオン性、両性または非イオン性にする部分を含有している市販ポリ
マーを包含する。適当なヘアスタイリングポリマーは例えば、ブロックコポリマー及びグ
ラフトコポリマーを包含する。ポリマーは合成でもよく天然由来でもよい。
【００５２】
　アニオン性ヘアスタイリングポリマーの例は：
酢酸ビニルとクロトン酸とのコポリマー；
酢酸ビニルとクロトン酸とアルファ分枝をもつ飽和脂肪族モノカルボン酸のビニルエステ
ル例えばビニルネオデカノエートとのターポリマー；
メチルビニルエーテルと無水マレイン酸との（約１：１のモル比の）コポリマーでコポリ
マーが１－４個の炭素原子を含有する飽和アルコール例えばエタノールまたはブタノール
で５０％エステル化されているもの；
アニオン性ラジカル含有部分としてアクリル酸またはメタクリル酸を別のモノマーと共に
含有するアクリルコポリマー。別のモノマーは、例えば、アクリル酸またはメタクリル酸
と１－２２個の炭素原子を有している１種類または複数の飽和アルコールとのエステル（
例えば、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、ｎ－ブチ
ルアクリレート、ｔ－ブチルアクリレート、ｔ－ブチルメタクリレート、ｎ－ブチルメタ
クリレート、ｎ－ヘキシルアクリレート、ｎ－オクチルアクリレート、ラウリルメタクリ
レート及びベヘニルアクリレート）；１－６個の炭素原子を有しているグリコール（例え
ば、ヒドロキシプロピルメタクリレート及びヒドロキシエチルアクリレート）；スチレン
；ビニルカプロラクタム；酢酸ビニル；アクリルアミド；アルキル基に１－８個の炭素原
子を有しているアルキルアクリルアミド及びメタクリルアミド（例えば、メタクリルアミ
ド、ｔ－ブチルアクリルアミド及びｎ－オクチルアクリルアミド）；及びその他の相溶性
不飽和モノマーである。補助的スタイリングポリマーがポリジメチルシロキサンのような
グラフトシリコーンを含有してもよい。
【００５３】
　適当なアニオン性ヘアスタイリングポリマーの特定例は：
Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈから入手可能なＲＥＳＹＮ（登録商標）２８－２９３０
（酢酸ビニル／クロトン酸／ビニルネオデカノエートコポリマー）；
ＢＡＳＦから入手可能なＵＬＴＲＡＨＯＬＤ（登録商標）（ＣＴＦＡ名称はアクリレート
／アクリルアミドコポリマー）；
ＩＳＰ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なＧＡＮＴＲＥＺ（登録商標）ＥＳシリー
ズ（メチルビニルエーテルと無水マレイン酸とのエステル化コポリマー）である。
【００５４】
　その他の適当なアニオン性ヘアスタイリングポリマーとしてはカルボキシル化ポリウレ
タンがある。カルボキシル化ポリウレタン樹脂は、ヒドロキシル末端をもちカルボキシル
側基を有している線状コポリマーである。これらは少なくとも１つの末端でエトキシル化
及び／またはプロポキシル化されていてもよい。カルボキシル基はカルボン酸基またはエ
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ステル基でよく、エステル基のアルキル部分は１－３個の炭素原子を含有している。カル
ボキシル化ポリウレタン樹脂はまた、ポリビニルピロリドンとポリウレタンとのコポリマ
ーでもよく、ＰＶＰ／ポリカルバミルポリグリコールエステルというＣＴＦＡ名称を有し
ている。適当なカルポキシル化ポリウレタン樹脂は欧州特許公開ＥＰ－Ａ－０６１９１１
１及び米国特許第５，０００，９５５号に開示されている。別の適当な親水性ポリウレタ
ンは、米国特許第３，８２２，２３８号、第４，１５６，０６６号、第４，１５６，０６
７号、第４，２５５，５５０号、及び、第４，７４３，６７３号に開示されている。
【００５５】
　ｔ－ブチルアミノエチルメタクリレートのようなモノマーに由来のカチオン性基とアク
リル酸またはメタクリル酸のようなモノマーに由来のカルボキシル基とを含有できる両性
ヘアスタイリングポリマーも本発明に使用できる。両性ヘアスタイリングポリマーの１つ
の特定例はＮａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ及びＣｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎによって販売されているＡｍｐｈｏｍｅｒ（登録商標）（オクチルアクリルアミド／
アクリレート／ブチルアミノエチルメタクリレートコポリマー）である。
【００５６】
　非イオン性ヘアスタイリングポリマーの例は、Ｎ－ビニルピロリドンのホモポリマー及
びＮ－ビニルピロリドンと酢酸ビニルのような相溶性非イオン性モノマーとのコポリマー
である。種々の重量平均分子量のＮ－ビニルピロリドン含有非イオン性ポリマーがＩＳＰ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されており、このような材料の特定例は、平均分子量
約６３０，０００を有しておりＰＶＰ　Ｋ－９０という商品名で販売されているＮ－ビニ
ルピロリドンのホモポリマー及び平均分子量約１，０００，０００を有しておりＰＶＰ　
Ｋ－１２０という商品名で販売されているＮ－ビニルピロリドンのホモポリマーである。
【００５７】
　別の適当な非イオン性ヘアスタイリングポリマーは架橋シリコーン樹脂またはガムであ
る。特定例は欧州特許公開ＥＰ－Ａ－０２４０３５０に記載されたような剛性シリコーン
ポリマー及び国際特許ＷＯ９６／３１１８８に記載されたような架橋シリコーンガムであ
る。
【００５８】
　カチオン性ヘアスタイリングポリマーの実例は、低級アルキルアミノアルキルアクリレ
ートのようなアミノ官能アクリレートモノマーまたはジメチルアミノエチルメタクリレー
トのようなメタクリレートモノマーとＮ－ビニルピロリドン、ビニルカプロラクタム、ア
ルキルメタクリレート（例えば、メチルメタクリレート及びエチルメタクリレート）及び
アルキルアクリレート（例えば、エチルアクリレート及びｎ－ブチルアクリレート）のよ
うな相溶性モノマーとのコポリマーである。
【００５９】
　適当なカチオン性ポリマーの特定例は：
Ｎ－ビニルピロリドンとジメチルアミノエチルメタクリレートとのコポリマー、ＩＳＰ　
ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからＣｏｐｏｌｙｍｅｒ　８４５、Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ　９３７
及びＣｏｐｏｌｙｍｅｒ　９５８として入手可能；
Ｎ－ビニルピロリドンとジメチルアミノプロピルアクリルアミドまたはメタクリルアミド
とのコポリマー、ＩＳＰ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからＳｔｙｌｅｚｅ（登録商標）ＣＣ
１０として入手可能；
Ｎ－ビニルピロリドンとジメチルアミノエチルメタクリレートとのコポリマー；
ビニルカプロラクタム、Ｎ－ビニルピロリドンとジメチルアミノエチルメタクリレートの
コポリマー；
ポリクオタニウム－４（ジアリルジモニウムクロリドとヒドロキシエチルセルロースとの
コポリマー）；
ポリクオタニウム－１１（ビニルピロリドンとジメチルアミノエチルメタクリレートとの
コポリマーとジエチルチスルフェートとの反応によって形成される）、ＩＳＰからＧａｆ
ｑｕａｔ（登録商標）７３４、７５５及び７５５Ｎとして、ＢＡＳＦからＬｕｖｉｑｕａ
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ｔ（登録商標）ＰＱ１１として入手可能；
ポリクオタニウム－１６（メチルビニルイミダゾリウムクロリドとビニルピロリドンとか
ら形成される）、ＢＡＳＦからＬｕｖｉｑｕａｔ（登録商標）ＦＣ３７０、ＦＣ５５０、
ＦＣ９０５及びＨＭ－５５２として入手可能；
ポリクオタニウム－４６（ビニルカプロラクタム及びビニルピロリドンとメチルビニルイ
ミダゾリウムメトスルフェートとの反応によって製造される）、ＢＡＳＦからＬｕｖｉｑ
ｕａｔ（登録商標）Ｈｏｌｄとして入手可能；
である。
【００６０】
　適当な天然由来ポリマーの例は、セラック、アルギン酸塩、ゼラチン、ペクチン、セル
ロース誘導体及びキトサンまたはそれらの塩及び誘導体である。市販品の例は、Ｋｙｔａ
ｍｅｒ（登録商標）（Ａｍｅｒｃｈｏｌ製）及びＡｍａｚｅ（登録商標）（Ｎａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｓｔａｒｃｈ製）である。
【００６１】
　国際特許ＷＯ９３／０３７０３に記載されたイオン性コポリマー、国際特許ＷＯ９３／
２３４４６に記載されたポリシロキサングラフトポリマー、国際特許ＷＯ９５／００１０
６またはＷＯ９５／３２７０３に記載されたシリコーン含有ポリカルボン酸コポリマー、
国際特許ＷＯ９５／０１３８３、ＷＯ９５／０６０７８、ＷＯ９５／０６０７９及びＷＯ
９５／０１３８４に記載された熱可塑性エラストマー系コポリマー、国際特許ＷＯ９５／
０４５１８またはＷＯ９５／０５８００に開示されたシリコーングラフト粘着性ポリマー
、国際特許ＷＯ９６／２１４１７に教示されたシリコーンマクログラフトコポリマー、国
際特許ＷＯ９６／３２９１８のシリコーンマクロマー、国際特許ＷＯ９８／４８７７０ま
たはＷＯ９８／４８７７１またはＷＯ９８／４８７７２またはＷＯ９８／４８７７６の粘
着性ポリマー、国際特許ＷＯ９８／５１２６１のグラフトポリマー、及び、国際特許ＷＯ
９８／５１７５５に記載のグラフトコポリマーも本発明の組成物に補助的スタイリングポ
リマーとして適宜使用できる。
【００６２】
　洗浄用界面活性剤
　製品がシャンプー組成物の形態であるとき、製品は化粧品に許容され頭髪に外用塗布す
るために適当な１種類または複数の洗浄用界面活性剤を含有し得る。
シャンプー組成物は場合によっては、好ましくは両性、非イオン性または双イオン性の界
面活性剤を補助界面活性剤として含有できる。
次に本発明を以下の非限定実施例によって説明する。
記載された全てのパーセンテージは異なる記述がない限り全重量基準の重量パーセントで
ある。
【実施例】
【００６３】
（実施例Ａ、Ｂ、Ｃ、１－４）
以下の表に示す成分を有している配合物を調製した。
本発明の実施例は数字で表し、比較実施例は英字で表す。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
　ヘアピース試験手順
　ウェーブヘアをもつアジア系の８ｇ、１０インチのヘアピースを使用した。各標本に３
つのヘアピースを使用した。ヘアピースをシャンプー、コンディショナーで処理し、すす
いだ後、濡れた髪にリーブオンコンディショナーを塗布した。ヘアピースを２５℃、５０
％ＲＨで一夜乾燥した。翌日、水の力を弱めるために全部のヘアピースを２回櫛で梳いた
。
【００６６】
　実施例１－４は比較実施例Ａ－Ｃよりも優れた縮毛矯正効果を与えた。
【００６７】
　髪のボリュームに関するパネル試験手順
【００６８】
　ボリューム抑制を定量するために対比較パネル試験を実施した。１２名のパネリストを
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使用してボリューム抑制を測定した。各標本を実施例４に比較してボリューム抑制を定量
した。
【００６９】
（実施例）
【００７０】
【表２】

【００７１】
　縮毛矯正
　美容院での半頭試験
　美容院試験はアルゼンチンで行った。ウェーブヘアをもつ１２名のパネリストを試験に
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使用した。パネリストの頭髪（頭全体）をシャンプー及びコンディショナーで処理した。
頭髪を真ん中から２つに分け、実施例４の製品及び実施例Ａの製品をそれぞれ頭の片方の
半分に塗布した。種々の特性に関するパネリストの評価結果を図１に示す。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】実施例４の製品及び実施例Ａの製品について、種々の特性に関するパネリストの
評価結果を示す。

【図１】
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